
 

 

白山市民温泉 指定管理者業務仕様書 

 

 白山市民温泉（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及びその範

囲等は、この業務仕様書（以下「本仕様書」という。）による。 

 

１  趣旨 

  本仕様書は、本施設の指定管理者が行う業務内容及び履行方法について定めるこ

とを目的とする。 

  

２  管理運営に関する基本的な考え方 

 ⑴ 運営方針 

  ア 市民の健康増進と福祉の向上に資する。 

  イ 地域の活性化と観光振興に資する。 

  ウ 市民サービスの向上を図る。 

 ⑵ 運営条件 

  ア 上記運営方針に基づき、適切な管理運営を行うこと。 

  イ 公の施設であることを常に念頭において、本施設の利用に関し公平性を確保

すること。 

  ウ 利用者の安全確保に留意するとともに、本施設の環境保全、保安警備に努め、

良好な維持管理を行うこと。 

  エ 利用者の意見・要望を管理運営に反映させ、サービスの向上に努めること。 

  オ 個人情報の保護を徹底すること。 

  カ 効率的かつ効果的な運営を行い、経費の削減に努めること。 

  キ 環境に配慮した運営を行うこと。 

  ク 周辺住民や関係機関との良好な関係を維持すること。 

  ケ 従業員の地元雇用に努めること。 

 

３  施設の概要 

 別紙１のとおり 

 

４  休館（休業）日及び開館（使用等の）時間 

 別紙１のとおり。なお、白山市民温泉条例第６条のとおり、これを変更し、又は

臨時に休館もしくは休業することができるため、事前に市と協議すること。 

 

５  指定期間等 

 ⑴ 指定期間は、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

 ⑵ 白山市（以下「市」という。）と指定管理者の間で、指定期間を通じての合意事

項に係る包括的な基本協定を締結するものとする。 

 ⑶ 会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに、実施する内容を具体的

に定めた年度協定を締結するものとする。 



 

 

６  法令等の遵守 

  本施設の管理に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令に基づかなければ

ならない。また、業務を遂行する上で、関連する法令等がある場合は、それらを遵

守し、指定期間中に下記法令及び関連する法令等に改正があった場合は、改正され

た内容を仕様とする。 

 ⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

⑵ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

 ⑶ 白山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例及び同条例施行規則 

 ⑷ 白山市民温泉条例及び同条例施行規則 

 ⑸ 白山市情報公開条例及び同条例施行規則 

 ⑹ 白山市個人情報保護条例及び同条例施行規則 

 ⑺ 白山市行政手続条例及び同条例施行規則 

 

７  人員の配置等 

 ⑴ 本施設の管理運営を行う責任者を１名配置するほか、必要な人員を配置すると

ともに、各種業務における責任体制を明確にすること。 

 ⑵ 職員の勤務形態は、労働基準法を遵守し、本施設の管理運営に支障がないよう

に定めること。 

 ⑶ 本施設の管理運営に必要な資格者等は、指定管理者において配置するとともに、

職員に対して、必要な研修を実施し、知識と技術の習得に努めること。 

ただし、業務の一部であって、専門的な知識又は技術を必要とし、かつ自ら運

営することが困難なもの、又は運営上特に効果的であると認められるものについ

ては、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有する者に委託することができ

るものとする。 

 

８  業務の内容 

 ⑴ 施設の運営に関すること。 

  ア 受付業務には１名以上を配置し、利用者へのサービスに支障なく対応できる

人員体制とすること。 

  イ 電話による問い合わせや施設見学等に対応すること。 

  ウ 緊急時対策及び防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指導

を行い、定期的に避難訓練等を実施すること。 

  エ 利用者等からの苦情やトラブルに対し、適切かつ迅速に対応し、遅滞なく市

へ報告すること。 

  オ 感染症の予防対策を行うこと 

 ⑵ 施設及び設備の維持管理に関すること。 

  ア 利用者の安全確保に留意するとともに、本施設の環境保全、保安警備に努め、

良好な維持管理を行うことを基本とする。 

  イ 本施設は、特に事情がない限り、休館日を除き、美観を損なわないよう、常

に整理整頓し、物品の不足が生じないなど、正常に使用できる状態を維持する

こと。 



 

 

  ウ 保守点検等により異常が認められた場合、あるいは、修繕が必要な箇所が

見つかった場合は、適切な処置を行うこと。 

  エ 効率的運営を行い、管理運営費の削減に努めること。 

  オ 本施設の建物、工作物、物品の修理又は更新は、「１０  施設・設備の修繕

及び物品の取扱い」によるものとする。 

  カ 本施設の適正な運営のため、施設及び設備に関する清掃・保守管理を行う

こととし、詳細は次のとおりとする。 

業務 指定管理者が行う施設 備考 

設備保守管理（自家用電気工作物、

消防、浄化槽、ボイラー、空調、給

排水ほか温泉事業に必要な設備の

保守管理） 

すべての市民温泉 

関係法に

適合する

こと 

廃棄物収集 すべての市民温泉 随時 

清掃（館内、敷地内、周辺道路） すべての市民温泉 随時 

衛生管理 

温泉 すべての市民温泉 関係法に

適合する

こと 
源泉 

めおと岩温泉ラクヨウ以外の市

民温泉 

ポンプの管理 

源泉ポンプ 
新中宮温泉センター、大門温泉

センター、バードハミング鳥越 
随時 

源泉送湯２次

ポンプ 

松任海浜温泉、めおと岩温泉ラ

クヨウ 
随時 

引湯管の管理 

すべての市民温泉（松任海浜温

泉、めおと岩温泉ラクヨウにつ

いては、源泉送湯ポンプ（２次

ポンプ）から施設までの間） 

随時 

除雪 

駐車場 松任海浜温泉  

駐車場から施設入口に至る

通路等 
すべての市民温泉  

 ⑶ 施設の利用の許可等に関すること。 

  ア 本施設の利用許可・不許可を行うこと。 

    ただし、目的外利用については、市と協議すること。 

  イ 本施設利用料金の収受を行うこと。 

 ⑷ 施設の利用促進に関すること。 

  ア 本施設のＰＲ及び情報提供のために、必要な媒体の作成、配布等を行うこと。 

  イ 本施設の利用者に対して、満足度等についての調査を行うこと。 

  ウ 本施設の利用率向上のため、新規顧客の開拓等有効な誘致活動を行うこと。 

 ⑸ 業務報告に関すること。 

  ア 管理運営業務の利用状況・実施状況等を記載した業務日報を作成し、指定

期間終了後５年間保管すること。 

  イ 毎月、業務日報に基づき業務報告書（以下「月報」という。）を作成し、翌

月１０日までに市へ報告すること。 



 

 

 ⑹ モニタリングに関すること。 

  ア 日常・定期的に行う清掃、機器点検、安全対策等のほか、本施設の利用状況、

料金の収納状況等について、また、苦情・トラブルに対しては、その理由及び

対応を日報及び月報に記録し、併せて自己評価を行うこと。 

  イ 市は、定期的に本施設への立入等により、業務遂行状況の確認を行うとともに、

関係書類の提出を求め、その内容を確認することとする。 

ただし、年間２回（５月・１０月）については、指定管理者制度に関するモ

ニタリング指針に規定する評価表を用いてモニタリングを実施し、その結果を

公表することとする。 

  ウ モニタリングの結果、市より改善指導書により指導があった場合は、その対

応策について、改善計画書により速やかに市へ提出しなければならない。 

 ⑺ その他 

  ア 本施設の管理運営業務を行う上で必要な許可申請を行うこと。 

  イ 個人情報の保護を徹底すること。 

 

９  経理等 

 ⑴ 利用料金収入等の取扱い 

  ア 本施設の管理・運営に当たっては、地方自治法第２４４条の２第８項の規定

に基づき「利用料金制度」を採用することとし、利用料金は、白山市民温泉条

例第１０条第２項に定める金額の範囲内において、市長の承認を受けて指定管

理者が定めることができるものとする。 

  イ 指定管理業務において、指定管理者は、本施設の利用者が支払う施設利用料

金、自らが企画･実施する事業による収入等を自らの収入とする。 

  ウ 利用料金の徴収方法については、指定管理者において定める。 

  エ 本施設における利用料金以外のその他収入については、市と協議し、指定管

理者の収入とすることができるものとする。 

 ⑵ 指定管理料の支払い等 

   事業を実施するために必要な費用については、利用料金等の収入をもってこれ

に充てるものとし、指定管理料は支払わない。 

 ⑶ 利用料金の減額及び免除  

   白山市民温泉条例第１１条の規定により、あらかじめ市長の承諾を得て定めた

基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。 

 ⑷ 事業報告 

  ア 会計年度終了後５０日以内に、事業の精算を行い、白山市公の施設の指定管

理者の指定手続等に関する条例第４条に基づき、事業報告書を市へ提出するこ

と。 

  イ 本施設の運営状況について、市より求められた場合は、迅速かつ適切に市へ

報告すること。 

 ⑸ 事業計画書の提出 

   毎年９月末までに、翌年度の本施設の管理運営に関する事業計画書を作成し、

市へ提出すること。 



 

 

 ⑹ 経理事務 

   指定管理者自身の団体と独立した会計帳簿書類を作成し、市の要求がある場合

は、経理書類を開示しなければならない。また、当該事業に関して市が行う監査

業務が受けられるような体制を整えておかなければならない。 

 

10 施設・設備の修繕（以下「修繕」という。）及び物品の取扱い 

 ⑴ 修繕について 

 指定期間中に修繕を行う必要が生じた場合は、原則市と協議すること。なお、

一件当たりの予定価格（消費税額及び地方消費税額を含む。）が３０万円未満ま

での修繕は指定管理者の負担とし、３０万円以上のものについては市と協議の上、

定めることとする。ただし、協議なく行われた場合は、全て指定管理者の負担と

する。 

 ⑵ 物品の購入・管理について 

  ア 本施設の利用に支障をきたさないように、備え付けの物品を管理すること。 

  イ 指定期間中に物品を購入する必要が生じた場合は、原則市と協議すること。

なお、一件当たりの予定価格が３０万円未満までの物品の購入は、指定管理者

の負担とし、３０万円以上のものについては市と協議のうえ定めることとする。

ただし、協議なく行われた場合は、全て指定管理者の負担とする。 

  ウ 指定期間中に、管理運営経費により購入した物品は、市の所有に属するもの

とする。 

  エ 市の所有に属する物品については、白山市財務規則による分類に基づいて管

理を行い、また、物品に関する帳簿を備えて、その保管に係る物品を整理し、

取得又は処分等の異動について、定期的に市に報告しなければならない。 

  オ 物品の修繕については、施設・設備の修繕にかかる負担の基本的な考え方の

例によるものとする。 

 ⑶ 施設・設備・物品等の損傷等について 

   指定管理者の責に帰すべき事由により生じた本施設・設備の故障・損傷等につ

いては、指定管理者が自らの経費で速やかに修繕すること。この場合に要する経

費については、施設管理に関する経費には含まれない。また、指定管理者が自己

の責に帰すべき事由により負担する修繕費を担保するために保険等に加入する場

合は、その保険料の負担についても施設管理に関する経費には含まれない。 

 

11 保険加入 

  市の所有に属する建物については、市で建物総合保険に加入するものとする。 

  指定管理者は、本施設の運営に必要な、損害賠償保険、従業員（臨時従業員を含

む。）雇用保険等に加入するものとし、その加入条件は市又は、直近の指定管理者

が加入していた保険と同等以上のものとする。 

 

12 指定期間満了後の事務引継ぎ 

  指定期間満了時において、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、本施設の管理運

営業務を遂行できるように、引き継ぎを行うものとする。 



 

 

13 事業の継続が困難となった場合の措置等 

 ⑴ 指定管理者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

   市は、指定管理者の指定を取り消す等の措置をとることとする。この場合、市

に生じた損害は指定管理者が賠償するものとする。また、次期指定管理者が円滑

かつ支障なく、本施設の管理運営業務を遂行できるように、引き継ぎを行うもの

とする。 

 ⑵ その他の事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

   災害その他の不可抗力、市及び指定管理者双方の責めに帰することのできない

事由により業務の継続が困難となった場合、事業継続の可否について協議するも

のとする。なお、一定期間内に協議が整わない場合、指定管理者の協定を解除で

きるものとする。 

 ⑶ 施設の管理運営上のリスク対応 

  ア 管理運営上の瑕疵に原因があって事故が発生した場合に対応するため、指定

管理者は、リスクに応じた保険等に加入すること。 

  イ リスク分担の基本的な考え方は次のとおりとし、詳細は協定で定める。 

 

内 容 
リスク分担 

指定管理者 市 

包括的管理責任 
○ 

（一時的管理責任者） 
◎ 

運営の基本的な考え方 ◎ 
○ 

（条例・規則事項等） 

施設の管理運営 ◎ 
○ 

（広域イベント開催時） 

施設の物品管理 ◎  

広報・誘致に関すること ◎ 
○ 

（市広報） 

施設の法的権利 

（使用許可・行為許可） 
◎ 

○ 

（報告・事前指導関係） 

苦情等の対応 ◎ 
○ 

（広域にまたがる苦情等） 

事故・事件 ◎ ○ 

施設の整備改修等 
◎ 

（原則原因者により対応） 

○ 

（原因者によらない経年

劣化や基盤整備等に限定） 

災害復旧 
○ 

（応急復旧の実施） 
◎ 



 

 

物品 購入・修繕 ３０万円未満／件 ３０万円以上／件 

施設・設備 修繕 ３０万円未満／件 ３０万円以上／件 

施設に対する各種保険の

加入 
◎  

火災保険の加入  ◎ 

利用者に係る賠償責任保

険の加入 
◎  

凡例：◎主たる責任者、○補完的な責任 

  ウ 指定管理者の故意・過失、協定書・契約書等に定められた管理を怠ったこと

による毀損・滅失は、金額の多寡に関わらず指定管理者が購入、修繕等を行う

こととする。 

  エ 市所有の物品の更新及び新規購入の必要性については、市と協議のうえ決定

するものとする。 

 

14 休業補償 

  市が行う大規模工事等により、長期間営業ができなかった場合、市と指定管理者

で協議のうえ、施設ごとの利益損失分を考慮した一定の額を補償するものとする。 

 

15 原状回復義務 

  指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定が取り消され、若しく

は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理し

なくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長

の承認を得たときは、この限りではない。 

 

16 業務を実施するに当たっての注意事項 

 ⑴ 特定の団体等に有利に、あるいは不利になる運営をしないこと。 

 ⑵ 白山市内にある他の市民利用施設との連携を図った運営を行うこと。 

 ⑶ 本施設の管理運営に係る各種規程を作成するときは、市と協議を行うこと。 

 ⑷ 業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、

業務の一部について、あらかじめ市が認めた場合はこの限りではない。 

 ⑸ 個人情報の取扱に当たっては、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めること。また、業務

上知り得た情報を外部に漏洩、又は不当な目的に利用してはならない。これらの

ことは、指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

 ⑹ 本施設の管理に関する情報の公開に当たっては、白山市情報公開条例の規定に

基づき、必要な措置を講ずるよう努めること。 

 ⑺ 業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等は、白山市文書管理規程に基

づき、適正に管理すること。 

 ⑻ 白山市環境方針を尊重し、可能な限り、省エネルギーや省資源化等に取り組む

とともに、規制を受ける環境関係法令等を遵守し、環境負荷の低減に努めること。 



 

 

 ⑼ その他、本仕様書に記載のない事項については、市と協議を行うこと。 

 

17 協議 

  本仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義

が生じた場合は、市と協議し決定する。 


